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平成２８年第３回上富田町議会定例会会議録 

（第１日） 

○開会期日  平成２８年９月１３日午前９時３０分 

───────────────────────────────────────── 

○会議の場所  上富田町議会議事堂 

───────────────────────────────────────── 

○当日の議員の出欠は次のとおり 

 出席議員（１２名） 

      １番  松 井 孝 恵        ２番  谷 端   清 

      ３番  樫 木 正 行        ４番  山 本 明 生 

      ５番  九 鬼 裕見子        ６番  大 石 哲 雄 

      ７番  畑 山   豊        ８番  奥 田   誠 

      ９番  沖 田 公 子       １０番  榎 本   敏 

     １１番  木 本 眞 次       １２番  吉 田 盛 彦 

───────────────────────────────────────── 

 欠席議員（なし） 

───────────────────────────────────────── 

○出席した事務局職員は次のとおり 

事 務 局 長  森 岡 真 輝   局 長 補 佐  十 河 貴 子  

───────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による出席者は次のとおり 

町 長 小 出 隆 道  副 町 長 山 本 敏 章 

教 育 長 梅 本 昭二三  会 計 管 理 者 水 口 和 洋 

総務政策課長 福 田 睦 巳  総 務 政 策 課 

企 画 員 
谷 本 芳 朋 

総 務 政 策 課 

企 画 員 
樫 原 基 史  総 務 政 策 課 

企 画 員 
平 尾 好 孝 

税 務 課 長 橋 本 秀 行  産業建設課長 菅 谷 雄 二 

産 業 建 設 課 

企 画 員 
川 口 孝 志  住民生活課長 原   宗 男 

住 民 生 活 課 

企 画 員 
中 松 秀 夫  住 民 生 活 課 

企 画 員 
栗 田 信 孝 

住 民 生 活 課 

企 画 員 
宮 本 真 里  住 民 生 活 課 

企 画 員 
木 村 陽 子 
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上下水道課長 三 栖 啓 功 
 上 下 水 道 課 

企 画 員 
坂 本   厳 

教 育 委 員 会 

総 務 課 長 
家 髙 英 宏  教 育 委 員 会 

生涯学習課長 
新 堀 浩 士 

 

───────────────────────────────────────── 

○本日の会議に付した事件 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

  日程第 ２ 会期の決定について 

  日程第 ３ 諸般の報告 

  日程第 ４ 議案第７２号 平成２７年度上富田町一般会計歳入歳出決算認定につい 

               て 

  日程第 ５ 議案第７３号 平成２７年度上富田町特別会計国民健康保険事業歳入歳 

               出決算認定について 

  日程第 ６ 議案第７４号 平成２７年度上富田町特別会計宅地造成事業歳入歳出決 

               算認定について 

  日程第 ７ 議案第７５号 平成２７年度上富田町特別会計宅地取得資金貸付事業歳 

               入歳出決算認定について 

  日程第 ８ 議案第７６号 平成２７年度上富田町特別会計住宅新築資金貸付事業歳 

               入歳出決算認定について 

  日程第 ９ 議案第７７号 平成２７年度上富田町特別会計奨学事業歳入歳出決算認 

               定について 

  日程第１０ 議案第７８号 平成２７年度上富田町特別会計農業集落排水事業歳入歳 

               出決算認定について 

  日程第１１ 議案第７９号 平成２７年度上富田町特別会計公共下水道事業歳入歳出 

               決算認定について 

  日程第１２ 議案第８０号 平成２７年度上富田町特別会計介護保険歳入歳出決算認 

               定について 

  日程第１３ 議案第８１号 平成２７年度上富田町特別会計後期高齢者医療歳入歳出 

               決算認定について 

  日程第１４ 議案第８２号 平成２７年度上富田町特別会計診療所事業歳入歳出決算 

               認定について 

  日程第１５ 議案第８３号 平成２７年度上富田町特別会計朝来財産区歳入歳出決算 

               認定について 
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  日程第１６ 議案第８４号 平成２７年度西牟婁郡公平委員会歳入歳出決算認定につ 

               いて 

  日程第１７ 議案第８５号 平成２７年度上富田町水道事業会計剰余金処分及び決算 

               認定について 

  日程第１８ 報告第１６号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律による平成２ 

               ７年度健全化判断比率の報告について 

  日程第１９ 報告第１７号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律による平成２ 

               ７年度上富田町特別会計宅地造成事業の資金不足比率の 

               報告について 

  日程第２０ 報告第１８号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律による平成２ 

               ７年度上富田町特別会計農業集落排水事業の資金不足比 

               率の報告について 

  日程第２１ 報告第１９号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律による平成２ 

               ７年度上富田町特別会計公共下水道事業の資金不足比率 

               の報告について 

  日程第２２ 報告第２０号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律による平成２ 

               ７年度上富田町水道事業会計の資金不足比率の報告につ 

               いて 

  日程第２３ 議案第８６号 和歌山県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更 

               及び和歌山県市町村総合事務組合規約の変更について 

  日程第２４ 議案第８７号 上富田町役場出張所設置並びにその名称、位置及び所管 

               区に関する条例の一部を改正する条例 

  日程第２５ 議案第８８号 上富田町公告式条例の一部を改正する条例 

  日程第２６ 議案第８９号 上富田町農業委員会の選挙による委員の定数条例を廃止 

               する条例 

  日程第２７ 議案第９０号 上富田町農業委員会の委員等の定数に関する条例 

  日程第２８ 議案第９１号 上富田町報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例 

  日程第２９ 議案第９２号 平成２８年度上富田町一般会計補正予算（第３号） 

  日程第３０ 議案第９３号 平成２８年度上富田町特別会計介護保険補正予算（第２ 

               号） 

  日程第３１ 議案第９４号 平成２８年度上富田町特別会計診療所事業補正予算（第 

               １号） 

  日程第３２ 議案第９５号 平成２８年度上富田町特別会計農業集落排水事業補正予 



－ 4 － 

               算（第１号） 

  日程第３３ 議案第９６号 平成２８年度上富田町特別会計公共下水道事業補正予算 

               （第２号） 

  日程第３４ 議案第９７号 平成２８年度上富田町水道事業会計補正予算（第１号） 

  日程第３５ 議案第９８号 工事請負契約の締結について（平成２８年度 第２－１ 

               号 公共下水道事業 岩田下水道管（５工区）布設工事 

               （補助）） 

  日程第３６ 議案第９９号 物品購入契約の締結について（トレーニング器具） 
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△開  会  午前９時３０分 

○議長（山本明生） 

  皆さん、おはようございます。 

  平成２８年第３回定例会を開会するに当たりまして、議員各位のご出席をいただき開

会できますことを厚く御礼申し上げます。 

  定足数に達しておりますので、ただいまから平成２８年第３回上富田町議会定例会を

開会します。 

  日程に入る前に、クールビズとして、ノーネクタイと議長判断による上着なしを本定

例会においても実施したいと思いますので、議員各位、当局の方も上着をとっていただ

いて結構かと思います。 

  それでは、これより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（山本明生） 

  日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により、議長において６番、大石哲雄

君、８番、奥田 誠君を指名します。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第２ 会期の決定 

○議長（山本明生） 

  日程第２ 会期の決定の件を議題とします。 

  お諮りします。 

  本定例会の会期は、本日から９月２１日までの９日間にしたいと思います。 

  これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  異議なしと認めます。 

  よって、会期は９日間に決しました。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第３ 諸般の報告 

○議長（山本明生） 

  日程第３ 諸般の報告をさせます。 
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  事務局長。 

○事務局長（森岡真輝） 

  諸般の報告をいたします。 

  平成２８年６月定例会以降の議員活動並びに議員派遣の件及び地方自治法第１２１条

の規定により出席要求した９月定例会の説明員については、お手元に配付していますの

で、よろしくお願いします。 

  次に、本定例会の一般質問の通告の締め切りは、本日９月１３日午後３時までとなっ

ていますので、質問内容を具体的に、また討論の方式も記入の上、通告されますようお

願いいたします。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

○議長（山本明生） 

  これで諸般の報告を終わります。 

  町長より発言を求められておりますので、これを許可します。 

  町長、小出君。 

○町長（小出隆道） 

  おはようございます。 

  本日、ここに平成２８年第３回上富田町議会定例会を招集いたしましたところ、議員

各位におかれましては、公私ともまことにお忙しい中ご参集を賜り、厚くお礼を申し上

げます。また、平素は町政発展のために格別のご尽力とご協力を賜り、重ねて深く感謝

を申し上げます。 

  さて、８月３日に第３次安倍第２次改造内閣が発足し、首相は会見で、未来への責任

を果たしていくことが最大の使命だと述べ、再改造内閣については「未来チャレンジ内

閣」と命名しております。最優先課題は経済とし、未来への投資を大胆に行う２０１６

年度第２次補正予算案を秋の臨時国会に提出する考えを表明し、早期のデフレ脱却に努

める考えを強調しています。首相は、一億総活躍社会の柱の一つである働き方改革に関

し、関係閣僚や有識者で構成する実現会議を設置し、実行計画を年度内に策定し、法改

正を順次進めていくと説明しています。 

  また、今回の内閣改造と自民党役員人事で県選出の国会議員がそれぞれ要職につかれ

たことから、一層ご活躍をご期待申し上げたいと思っております。 

  次に、８月７日に石川県津幡町の文化会館におきまして、上富田町民創作劇「彦五郎

物語」を上演してまいりました。 

  津幡町とは、平成２４年１０月に災害時における相互応援協定を締結しており、これ

まで職員の人事交流を中心に、お互いのまちの状況や防災を初めとした取り組みについ
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て情報交換を行ってまいりましたが、住民相互の交流を目的に、昨年度はスポーツによ

る交流、本年度は文化交流事業として、災害・防災・未来をテーマにした上富田町民創

作劇「彦五郎物語」の上演を実行委員会と津幡町の全面的な協力を得て、実施すること

ができ、当日は多くの来場者のもと、成功裏に終えることができました。 

  今回の事業の成果からも、改めて両町の友好関係を継続・発展させていくことが大切

であると考えておりますので、引き続きましてご理解のほどよろしくお願いします。 

  さて、本定例会に上程し、審議をお願いする議案は、平成２７年度の一般会計・特別

会計等の歳入歳出決算認定が１３件、平成２７年度の水道事業会計の余剰金処分及び決

算認定が１件、報告事項といたしましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律

による健全化判断比率及び公営企業会計ごとの資金不足比率の報告が５件、規約の一部

改正が１件、条例の一部改正が３件、条例の制定、廃止が２件、平成２８年度の一般会

計・特別会計の補正予算が６件、工事請負契約の締結が１件、物品購入契約の締結が１

件の計３３件であります。 

  なお、追加議案といたしまして、上富田町教育委員会委員の任命に関する人事案件１

件、人権擁護委員の推薦に関する人事案件４件につきましては、本定例会中に上程させ

ていただきます。また、選挙管理委員会より、人事案件として選挙管理委員会委員及び

同補充員の選挙につきましてお願いをしております。何とぞあわせてよろしくお願い申

し上げます。 

  それでは、諸議案につきまして、その概要をご説明申し上げます。 

  議案第７２号から議案第８４号までの１３件につきましては、平成２７年度上富田町

一般会計並びに各特別会計等の歳入歳出決算認定についてであります。 

  次に、議案第８５号、平成２７年度上富田町水道事業会計剰余金処分及び決算認定に

つきましては、地方公営企業法の規定に基づき、議会の議決を経て剰余金の処分を行う

ものであります。監査委員の意見書を付して提案させていただいておりますので、何と

ぞご承認を賜りますようお願い申し上げます。 

  次に、報告第１６号から報告第２０号までの５件につきましては、地方公共団体の財

政の健全化に関する法律に基づきまして、健全化判断比率及び公営企業会計ごとの資金

不足比率について報告するものであります。 

  この報告は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、健全化判断比率と

しての実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率並びに公営

企業会計ごとの経営健全化を判断するための資金不足比率について、それぞれの算定の

基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付して、その意見をつけて議会に報

告し、かつ公表しなければならないことになっております。なお、平成２７年度決算の
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それぞれの比率は、法律で定められている基準内であります。 

  次に、議案第８６号につきましては、和歌山県市町村総合事務組合の共同処理する事

務の変更及び和歌山県市町村総合事務組合規約の変更についてであります。 

  この議案は、平成２９年４月１日から和歌山県市町村総合事務組合が紀南環境衛生施

設事務組合の退職手当の支給に関する事務を共同処理するため、地方自治法の規定によ

り議会の議決を求めるものでございます。 

  次に、議案第８７号、上富田町役場出張所設置並びにその名称、位置及び所管区に関

する条例の一部を改正する条例（案）と議案第８８号、上富田町公告式条例の一部を改

正する条例（案）の２議案につきましては、生馬出張所の移転及び掲示場の移転に伴い、

各条例の一部を改正するものでございます。 

  次に、議案第８９号、上富田町農業委員会の選挙による委員の定数条例を廃止する条

例（案）と議案第９０号、上富田町農業委員会の委員等の定数に関する条例（案）の２

議案につきましては、平成２７年の農業委員会法の改正に伴いまして、農業委員会の委

員の選出方法が現状の選挙制度と団体推薦制度から町議会の同意を要件とする町長の任

命制度に改正され、定数についても大きく変わることから、条例の廃止、制定を行うも

のでございます。 

  次に、議案第９１号につきましては、上富田町報酬及び費用弁償条例の一部を改正す

る条例（案）でございます。 

  この条例は、議案第９０号、上富田町農業委員会の委員等の定数に関する条例（案）

に規定している農地利用最適化推進委員の報酬及び費用弁償を本条例に追加するための

一部改正でございます。 

  次に、議案第９２号につきましては、平成２８年度上富田町一般会計補正予算（第３

号）でございます。 

  今回、補正前の額に１億２，３４８万円を追加し、予算総額を６０億２，０３０万４，

０００円と定めています。補正予算の主な内容は、平成３０年の町制施行６０周年に向

け、町勢要覧作成業務委託料１００万円等を措置し、限度額２，０００万円の債務負担

行為を平成３０年度までの期間で設定しています。 

  岩崎・野田地区の揚水機改修工事に係る費用として１，０５４万円、町道等の維持補

修工事請負費で２，２００万円、地方創生推進交付金事業としてスポーツサロンの建設

に係る設計監理委託料や工事請負費、備品購入費等で１，８８３万円を、現年発生公共

土木施設災害復旧事業費としまして２，００４万円を措置しております。 

  一方、歳入につきましては、分担金、国・県補助金、基金繰入金、諸収入、町債等を

見込み措置しています。 
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  次に、議案第９３号につきましては、平成２８年度上富田町特別会計介護保険補正予

算（第２号）でございます。 

  今回、補正前の額に２，２７２万８，０００円を追加し、予算総額を１４億３，５７

２万２，０００円と定めています。補正予算の主な内容は、第７期介護保険事業計画等

策定業務委託料２５２万８，０００円、過年度分介護給付費に係る返還金１，９６０万

円を措置しています。 

  次に、議案第９４号につきましては、平成２８年度上富田町特別会計診療所事業補正

予算（第１号）でございます。 

  今回、補正前の額に１４万９，０００円を追加し、予算総額を４，２５７万１，００

０円として定めています。補正予算の主な内容は、往診車として公用車の借上料１１万

６，０００円を措置しております。 

  次に、議案第９５号につきましては、平成２８年度上富田町特別会計農業集落排水事

業補正予算（第１号）でございます。 

  今回、補正前の額に４６４万７，０００円を追加し、予算総額を１億９，３９１万４，

０００円と定めます。補正予算の主な内容は、施設維持管理に係る修繕料を措置してお

ります。 

  次に、議案第９６号につきましては、平成２８年度上富田町特別会計公共下水道事業

補正予算（第２号）でございます。 

  今回、補正前の額に２，１４９万８，０００円を追加し、予算総額を３億６，８６６

万１，０００円と定めます。補正予算の主な内容は、上富田浄化センター用地の一部売

却に伴う国庫補助金返還金と施設維持管理に係る修繕料を措置しております。 

  次に、議案第９７号につきましては、平成２８年度上富田町水道事業会計補正予算

（第１号）でございます。 

  今回、補正前の額に１４７万１，０００円を追加し、予算総額を９億３，５３４万１，

０００円と定めます。補正予算の主な内容は、水道事業に使用する公用車購入費を措置

しています。 

  次に、議案第９８号につきましては、工事請負契約の締結について（平成２８年度 

第２－１号 公共下水道事業 岩田下水道管（５工区）布設工事（補助））の分でござ

います。 

  今回、指名競争入札によりまして、株式会社目良組と５，６３４万７，９２０円で契

約を締結するものでございます。工事内容につきましては、岩田地区三宝寺付近を、推

進工法で管径２００から２５０ミリ、ヒューム管等を延長６０メーター、開削工法で管

径１５０ミリから２００ミリのリブ付管を延長３５３メーター施工するものでございま
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す。 

  次に、議案第９９号につきましては、物品購入契約の締結について、これはトレーニ

ング器具でございます。 

  スポーツサロンの建設に伴いまして、施設内に設置するトレーニング器具としてラン

ニングマシン等の備品を購入するものでございます。今回、指名競争入札によりまして、

株式会社プロフェッショナルトレーナーズチームと３，４５０万１，３４９円で契約を

締結するものであります。 

  以上が、本定例会に上程します諸議案についての概要でございます。 

  詳細につきましては、担当課長、企画員より説明いたしますので、審議の上、ご承認

いただけるよう、何とぞよろしくお願いしておきます。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第４ 議案第７２号～日程第２２ 報告第２０号 

○議長（山本明生） 

  この際、日程第４ 議案第７２号、平成２７年度上富田町一般会計歳入歳出決算認定

についての件から日程第２２ 報告第２０号、地方公共団体の財政の健全化に関する法

律による平成２７年度上富田町水道事業会計の資金不足比率の報告についての件まで１

９件を一括議題とします。 

  当局より提案理由の説明と報告を求めます。 

  会計管理者、水口君。 

○会計管理者（水口和洋） 

  おはようございます。よろしくお願いいたします。 

  それでは、私から、議案第７２号から議案第８５号につきまして説明させていただき

ます。 

  なお、議案番号に従い、それぞれの会計の収支状況につきまして順を追って説明する

のが本意でありますが、参考資料として決算総括表を添付しておりますので、後ほど参

考資料により説明させていただきますので、ご了承のほどよろしくお願いいたします。 

  それでは、議案につきまして説明させていただきます。 

  議案第７２号、平成２７年度上富田町一般会計歳入歳出決算認定について。 

  地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２７年度上富田町一般会計歳入歳出

決算を別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成２８年９月１３日提出、上富田町長小出隆道。 

  次をお願いいたします。 

  議案第７３号、平成２７年度上富田町特別会計国民健康保険事業歳入歳出決算認定に
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ついて。 

  地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２７年度上富田町特別会計国民健康

保険事業歳入歳出決算を別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成２８年９月１３日提出、上富田町長小出隆道。 

  次をお願いいたします。 

  議案第７４号、平成２７年度上富田町特別会計宅地造成事業歳入歳出決算認定につい

て。 

  地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２７年度上富田町特別会計宅地造成

事業歳入歳出決算を別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成２８年９月１３日提出、上富田町長小出隆道。 

  次をお願いいたします。 

  議案第７５号、平成２７年度上富田町特別会計宅地取得資金貸付事業歳入歳出決算認

定について。 

  地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２７年度上富田町特別会計宅地取得

資金貸付事業歳入歳出決算を別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成２８年９月１３日提出、上富田町長小出隆道。 

  次をお願いいたします。 

  議案第７６号、平成２７年度上富田町特別会計住宅新築資金貸付事業歳入歳出決算認

定について。 

  地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２７年度上富田町特別会計住宅新築

資金貸付事業歳入歳出決算を別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成２８年９月１３日提出、上富田町長小出隆道。 

  次をお願いいたします。 

  議案第７７号、平成２７年度上富田町特別会計奨学事業歳入歳出決算認定について。 

  地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２７年度上富田町特別会計奨学事業

歳入歳出決算を別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成２８年９月１３日提出、上富田町長小出隆道。 

  次をお願いいたします。 

  議案第７８号、平成２７年度上富田町特別会計農業集落排水事業歳入歳出決算認定に

ついて。 

  地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２７年度上富田町特別会計農業集落

排水事業歳入歳出決算を別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成２８年９月１３日提出、上富田町長小出隆道。 
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  次をお願いいたします。 

  議案第７９号、平成２７年度上富田町特別会計公共下水道事業歳入歳出決算認定につ

いて。 

  地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２７年度上富田町特別会計公共下水

道事業歳入歳出決算を別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成２８年９月１３日提出、上富田町長小出隆道。 

  次をお願いいたします。 

  議案第８０号、平成２７年度上富田町特別会計介護保険歳入歳出決算認定について。 

  地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２７年度上富田町特別会計介護保険

歳入歳出決算を別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成２８年９月１３日提出、上富田町長小出隆道。 

  次をお願いいたします。 

  議案第８１号、平成２７年度上富田町特別会計後期高齢者医療歳入歳出決算認定につ

いて。 

  地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２７年度上富田町特別会計後期高齢

者医療歳入歳出決算を別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成２８年９月１３日提出、上富田町長小出隆道。 

  次をお願いいたします。 

  議案第８２号、平成２７年度上富田町特別会計診療所事業歳入歳出決算認定について。 

  地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２７年度上富田町特別会計診療所事

業歳入歳出決算を別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成２８年９月１３日提出、上富田町長小出隆道。 

  次をお願いいたします。 

  議案第８３号、平成２７年度上富田町特別会計朝来財産区歳入歳出決算認定について。 

  地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２７年度上富田町特別会計朝来財産

区歳入歳出決算を別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成２８年９月１３日提出、上富田町長小出隆道。 

  次をお願いいたします。 

  議案第８４号、平成２７年度西牟婁郡公平委員会歳入歳出決算認定について。 

  地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２７年度西牟婁郡公平委員会歳入歳

出決算を別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成２８年９月１３日提出、上富田町長小出隆道。 

  次をお願いいたします。 
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  議案第８５号、平成２７年度上富田町水道事業会計剰余金処分及び決算認定について。 

  地方公営企業法第３２条第２項の規定に基づき、平成２７年度上富田町水道事業会計

決算に伴う剰余金を剰余金処分計算書（案）のとおり処分し、併せて同法第３０条第４

項の規定に基づき、平成２７年度上富田町水道事業会計決算を別紙監査委員の意見書を

つけて議会の認定に付する。 

  平成２８年９月１３日提出、上富田町長小出隆道。 

  それでは次に、お手元に配付しております参考資料の決算総括表により収支状況を説

明させていただきます。参考資料をお願いいたします。 

  これにつきましては、平成２７年度上富田町会計別歳入歳出決算の総括表です。 

  議案第７２号、一般会計につきましては、歳入総額７０億２，５６４万５，６１１円、

歳出総額６９億３，１７２万１，９９９円、歳入歳出差引額９，３９２万３，６１２円、

内翌年度繰越財源額としまして７２４万９，０００円、実質収支額は８，６６７万４，

６１２円です。これにつきましては、平成２８年度へ繰り越ししております。 

  次に、議案第７３号の国民健康保険事業につきましては、歳入総額２３億９８０万５，

１４６円、歳出総額２２億６，０１４万１２０円、歳入歳出差引額及び実質収支額とも

同じく４，９６６万５，０２６円です。これにつきましては、２８年度へ繰り越しをし

ております。 

  次に、議案第７４号、宅地造成事業につきましては、歳入総額２億３，２９７万９，

８４３円、歳出総額５億７，８９３万２，６２１円、歳入歳出差引額及び実質収支額と

も同じくマイナスの３億４，５９５万２，７７８円です。これにつきましては、平成２

８年度からの繰上充用で補塡措置しております。 

  次に、議案第７５号、宅地取得資金貸付事業につきましては、歳入総額２３９万７，

１５６円、歳出総額５７４万４，６６２円、歳入歳出差引額及び実質収支額とも同じく

マイナスの３３４万７，５０６円です。これにつきましても、平成２８年度からの繰上

充用で補塡措置しております。 

  次に、議案第７６号、住宅新築資金貸付事業につきましては、歳入総額８０４万５，

３０３円、歳出総額４，４９６万１，６５２円、歳入歳出差引額及び実質収支額とも同

じくマイナスの３，６９１万６，３４９円。これにつきましても、平成２８年度からの

繰上充用で補塡措置しております。 

  次に、議案第７７号の奨学事業につきましては、歳入総額、歳出総額とも同額の１，

０３５万３，４５６円、歳入歳出差引額及び実質収支額はゼロでございます。 

  次に、議案第７８号、農業集落排水事業につきましては、歳入総額、歳出総額とも同

額の１億８，９０６万７，５５１円、歳入歳出差引額及び実質収支額はゼロでございま



－ 14 － 

す。 

  次に、議案第７９号、公共下水道事業につきましては、歳入総額３億３，８９７万８，

８３３円、歳出総額３億３，７８９万７，００８円、歳入歳出差引額及び実質収支額と

も同じく１０８万１，８２５円です。これにつきましては、２８年度へ繰り越しをして

おります。 

  次に、議案第８０号の介護保険につきましては、歳入総額１４億１，６３１万５，４

１４円、歳出総額１４億３７３万６，４３０円、歳入歳出差引額及び実質収支額とも同

じく１，２５７万８，９８４円です。これにつきましては、２８年度へ繰り越しをして

おります。 

  次に、議案第８１号、後期高齢者医療につきましては、歳入総額２億６，０３３万２，

２４４円、歳出総額２億５，８２４万４，７６４円、歳入歳出差引額及び実質収支額と

も同じく２０８万７，４８０円です。これにつきましては、２８年度へ繰り越しをして

おります。 

  次に、議案第８２号、診療所事業につきましては、歳入総額、歳出総額とも同額の２，

９２６万３，７８２円、歳入歳出差引額及び実質収支額はゼロでございます。 

  次に、議案第８３号、朝来財産区につきましては、歳入総額９５３万７，２１８円、

歳出総額５９１万１，８６６円、歳入歳出差引額及び実質収支額とも同じく３６２万５，

３５２円です。これにつきましては、２８年度へ繰り越しをしております。 

  次に、議案第８４号の西牟婁郡公平委員会につきましては、歳入総額１４２万１，９

６５円、歳出総額１２９万８，４９１円、歳入歳出差引額及び実質収支額とも同じく１

２万３，４７４円です。これにつきましては、平成２８年度へ繰り越しをしております。 

  次に、議案第８５号の水道事業で、収益的収入及び支出につきましては、歳入総額５

億２，６０９万８９５円、歳出総額３億６，７３４万３，６９０円、歳入歳出差引額及

び実質収支額とも同じく１億５，８７４万７，２０５円です。なお、経常利益につきま

しては１億４，６１５万４８９円でございます。 

  次に、資本的収入及び支出につきまして、歳入総額１億４，０４３万５，８４３円、

歳出総額３億６，０２１万３，１０４円、歳入歳出差引額及び実質収支額とも同じくマ

イナスの２億１，９７７万７，２６１円です。これにつきましては、減債積立金、消費

税及び地方消費税資本的収支調整額、損益勘定留保資金で補塡しています。 

  以上、簡単ですが説明とさせていただきます。ご審議の上、ご承認賜りますようよろ

しくお願いいたします。 

○議長（山本明生） 

  総務政策課企画員、樫原君。 
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○総務政策課企画員（樫原基史） 

  よろしくお願いいたします。 

  私からは、報告第１６号から報告第２０号につきましてご説明いたします。 

  報告第１６号、地方公共団体の財政の健全化に関する法律による平成２７年度健全化

判断比率の報告について。 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、平成２７年度

健全化判断比率について、別紙監査委員の意見書をつけて報告する。 

  平成２８年９月１３日提出、上富田町長小出隆道。 

  この報告につきまして、地方公共団体の財政の健全化に関する法律によりまして、地

方公共団体の長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、健全化判断比

率とその算定基礎事項を記載した書面を監査委員の審査に付し、その意見をつけて当該

比率を議会に報告し、かつ公表しなければならないとなっており、監査委員の意見書と

ともに今議会に報告するものであります。平成２０年度決算から報告しているところで

ございます。 

  また、この法律におきましては、地方公共団体の財政状況を客観的にあらわし、財政

の早期健全化や再生の必要性を判断するためのものとして、４つの財政指標を財政健全

化比率として定めてございます。４つの指標のいずれかが早期健全化基準以上になりま

すと早期健全化団体となり、財政健全化計画を策定し、議会議決を受けることが義務づ

けられるとともに、計画策定年度のみではございますが、公認会計士、弁護士等による

個別外部監査が強制適用になります。 

  また、財政健全化計画の実施状況を毎年度議会に報告し、公表するとともに、早期健

全化が著しく困難と認められるときには、総務大臣または知事が勧告を行うとされてご

ざいます。 

  次のページに監査委員さんの審査意見書を添付しておりますが、健全化の判断につき

ましては、①の実質赤字比率は、普通会計を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対

する比率で、赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示す指標となってござ

います。比率につきましては、実質赤字額がございませんのでハイフン表示となってご

ざいます。早期健全化基準は１５％となってございます。 

  ②の連結実質赤字比率につきましては、普通会計と特別会計及び地方公営企業会計の

全てを含めての比率となります。比率につきましては、連結実質赤字額がございません

ので、ハイフン表示となってございます。早期健全化基準は２０％となってございます。 

  ③の実質公債費比率につきましては、公債費の元利償還金等が標準財政規模に対しま

してどの程度の負担かをあらわす指標で、普通会計、特別会計、公営企業会計の全ての



－ 16 － 

会計と一部事務組合、広域連合及び紀南病院等それぞれを含めた比率となってございま

す。平成２５年度、２６年度、２７年度の３カ年平均値をあらわしてございます。比率

は１２．５％で、昨年が１３．３％でしたので、昨年より０．８％の改善となってござ

います。早期健全化基準は２５％となってございます。 

  ④の将来負担比率につきましては、実質公債費適用分に公社及び第三セクター等を含

めたものが対象となってございます。これは、一般会計等が将来支払わなければならな

い可能性がある負担等の現時点での残高を指標化したものでございます。比率は８６．

０％で、昨年が１１０．０％でしたので、昨年より２４．０％の改善となってございま

す。早期健全化基準は３５０％となってございます。 

  以上のとおり、上富田町の平成２７年度決算における財政健全化比率につきましては、

４つの指標とも早期健全化基準以下となってございます。 

  次に、報告第１７号をお願いいたします。 

  報告第１７号、地方公共団体の財政の健全化に関する法律による平成２７年度上富田

町特別会計宅地造成事業の資金不足比率の報告について。 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、平成２７年

度上富田町特別会計宅地造成事業の資金不足比率について、別紙監査委員の意見書をつ

けて報告する。 

  平成２８年９月１３日提出、上富田町長小出隆道。 

  この報告第１７号、またこの後報告します報告第１８号から報告第２０号につきまし

ては、公営企業の資金不足比率の報告となってございます。さきの財政健全化判断比率

と同じく、監査委員の審査に付し、議会に報告して公表しなければならないとされてご

ざいます。 

  また、公営企業ごとに、それぞれの資金不足比率が経営健全化基準を超えますと、当

該公営企業について、早期健全化団体と同様に経営健全化計画の策定と個別外部監査が

求められます。上富田町の公営企業に係る健全化の判断につきましては、宅地造成事業、

この後報告いたします農業集落排水事業、公共下水道事業、水道事業会計の４公営企業

が対象となり、公営企業ごとの資金不足比率で判断いたします。 

  次のページに監査委員さんの審査意見書を添付してございます。 

  なお、資金不足比率の経営健全化基準は２０％となってございますが、この４会計の

公営企業につきましては、平成２７年度決算における資金不足は生じていないため、資

金不足比率はハイフン表示となってございます。 

  続きまして、報告第１８号をお願いいたします。 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律による平成２７年度上富田町特別会計農業
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集落排水事業の資金不足比率の報告について。 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、平成２７年

度上富田町特別会計農業集落排水事業の資金不足比率について、別紙監査委員の意見書

をつけて報告する。 

  平成２８年９月１３日提出、上富田町長小出隆道。 

  続きまして、報告第１９号をお願いいたします。 

  報告第１９号、地方公共団体の財政の健全化に関する法律による平成２７年度上富田

町特別会計公共下水道事業の資金不足比率の報告について。 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、平成２７年

度上富田町特別会計公共下水道事業の資金不足比率について、別紙監査委員の意見書を

つけて報告する。 

  平成２８年９月１３日提出、上富田町長小出隆道。 

  続きまして、報告第２０号をお願いいたします。 

  報告第２０号、地方公共団体の財政の健全化に関する法律による平成２７年度上富田

町水道事業会計の資金不足比率の報告について。 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、平成２７年

度上富田町水道事業会計の資金不足比率について、別紙監査委員の意見書をつけて報告

する。 

  平成２８年９月１３日提出、上富田町長小出隆道。 

  以上で報告を終わらせていただきます。何とぞ、よろしくお願いいたします。 

○議長（山本明生） 

  以上をもって提案理由の説明と報告を終わります。 

  次に、監査委員の報告を願います。 

  ８番、奥田誠君。 

○８番（奥田 誠） 

  皆さん、おはようございます。 

  平成２７年度各会計の決算審査の報告をいたします。 

  ８月２日から９月５日までの期間、各会計にわたり、井上代表監査委員とともに１４

会計の決算審査を行いました。各会計の予算額及び収入支出済額は、予算台帳並びに出

納日計簿等により出納証書類を余すところなく調査の上、さらにその内容につき審査い

たしましたところ、各会計にわたり係数は正確であり、内容的にも正当なものと確認い

たしました。 

  さて、平成２７年度の一般会計決算額について千円単位で申し上げますと、歳入総額
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７０億２，５６４万６，０００円、歳出総額６９億３，１７２万２，０００円、歳入歳

出差引額９，３９２万４，０００円となっております。そのうち、翌年度への繰り越し

財源７２４万９，０００円を差し引きますと、実質収支額は８，６６７万５，０００円

の黒字となっており、厳しい財政状況が続く中、行財政改革の成果があらわれたものと

考えられます。 

  続きまして、歳出の内容ごとの決算額を申し上げます。 

  まず、人件費につきましては、総合事務組合調整負担金の減額になどにより、前年度

に比べ２．５％の減となっております。 

  次に、物件費につきましては、番号制度導入に係るシステム改修委託料の増などによ

り、前年度に比べ５．５％の増となっております。 

  次に、扶助費につきましては、臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金の給付

額が減額となったことから、前年度に比べ２．２％の減となっております。 

  決算額の構成比につきましては、消費的経費が５２．７％、投資的経費が１７．２％、

公債費等が３０．１％となっております。 

  歳出全般では、義務的な経費の縮減や経常一般財源の確保により、財政構造の弾力性

を示す指数の経常収支比率が８６．５％となり、前年度に比べ財政構造の改善が見られ

たが、長期にわたる景気の低迷などから財政環境は依然不透明で厳しい状況下にあり、

今後においても引き続き歳出において経費の抑制を図り、財政構造の弾力性を保持する

よう要望いたしております。 

  また、実質公債費比率については１２．５％となり、改善が図られております。 

  次に、歳入全般について、自主財源の構成比は４１．２％、依存財源の構成比は５８．

８％となっております。これに関しまして、今後とも自主財源の確保に努めるとともに、

国・県支出金等の依存財源の確保にも努力されるよう要望いたしております。 

  次に、町税についてですが、全体の徴収率は９５．２％、収入未済額は７，４５６万

３，０００円となっております。また、使用料等も含めた一般会計の収入未済額の合計

は８，０８１万４，０００円となっております。未収金の徴収につきましては、厳しい

状況が続くと見込まれますが、公平負担が原則であり、滞納の減少に格段の努力をされ

るよう要望いたしております。また、町営住宅使用料など各種料金を含めた未収金の徴

収につきましても、万全を期されるよう要望いたしております。 

  次に、一般会計の平成２７年度末の町債残高は６４億７，３１２万９，０００円で、

前年度に比べ２．２％の増となっております。平成２７年度の町債の借入額は７億４９

６万７，０００円で、統合保育所建設事業債、臨時財政対策債、産業振興施設整備事業

債が主なものであります。 
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  現在の町財政は、大型事業実施による借入額の増加などにより、年度末現在高は増加

し、償還額が今後一層増加する要因を含み、厳しい財政運営が続くと予想されますが、

その一方で行政需要はますます多岐多様になってくるものと見込まれますので、効率的

な行財政運営により一層努められ、上富田町の発展と住民福祉の向上に寄与されるよう

要望いたしております。 

  次に、特別会計国民健康保険事業であります。 

  歳入総額は２３億９８０万５，０００円、歳出総額は２２億６，０１４万円となり、

差し引き４，９６６万５，０００円の黒字となっております。 

  一方で、国民健康保険税の徴収率に関しては７９．６％と依然低い水準であることか

ら、徴収率の向上に一層努められるとともに、高齢化社会を踏まえた長期的観点から、

健全な国民健康保険事業の運営を図られるよう要望いたしております。 

  次に、特別会計宅地造成事業であります。 

  平成２７年度の赤字額は３億４，５９５万３，０００円となり、前年度よりは赤字額

が減少しているものの、多額の赤字が恒常化しております。保有財産の処分を含む年次

計画を着実に実行し、財政健全化に向け早急に取り組まれるよう要望いたしております。 

  次に、特別会計宅地取得資金貸付事業及び住宅新築資金貸付事業であります。 

  これら会計の未収金については、和歌山県住宅新築資金等貸付金回収管理組合により、

徴収率の向上に一層努力されるよう要望いたしております。 

  次に、特別会計介護保険であります。 

  この会計に関しましては、その未収金について、抜本的な対策を講じられるよう要望

いたしております。 

  次に、特別会計後期高齢者医療であります。 

  この会計につきましては、前年度分普通徴収率及び過年度分の徴収率に関し、要因を

分析するとともに、抜本的な対策を早急に講じられるよう要望いたしております。 

  次に、水道事業会計であります。 

  平成２７年度につきましては、１億４，６１５万円の純利益を計上いたしております。

今後とも経費の節減に取り組むとともに、施設の再点検を実施し、改良工事等の計画的

な遂行に努め、財政の健全化を図り、日常生活に不可欠な上水の安定供給に一層努力さ

れるよう要望いたしております。 

  なお、その他特別会計につきましても、審査の結果を逐一ご報告申し上げるのが本意

でございますが、提出いたしております審査意見書に個別の意見を添付いたしておりま

すので、お目通し願います。 

  次に、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、健全化判断比率や資金不
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足比率を審査いたしました。その結果、早期健全化基準や経営健全化基準は超えていな

いものの、実質公債費比率及び将来負担比率について、早期健全化基準と比較するとこ

れを下回っていますが、今後の地方債の借り入れに関して十分留意されるよう要望いた

しております。 

  以上で平成２７年度の決算審査並びに財政健全化審査の報告とさせていただきます。 

○議長（山本明生） 

  これをもって監査委員の報告を終わります。 

  お諮りします。 

  ただいま議題となっています日程第４ 議案第７２号、平成２７年度上富田町一般会

計歳入歳出決算認定についての件から日程第１７ 議案第８５号、平成２７年度上富田

町水道事業会計剰余金処分及び決算認定についての件までの１４件については、１０人

をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、それに付託して閉会中の継続審査にし

たいと思います。 

  これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  異議なしと認めます。 

  したがって、議案第７２号から議案第８５号については、決算審査特別委員会を設置

し、これに付託して審査することに決定しました。 

  ただいま設置されました決算審査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第

７条第３項の規定に基づき、議長、町監査委員を除く全議員を指名いたしますので、よ

ろしくお願いします。 

  暫時休憩しますから、委員会を開催していただき、正副委員長の互選をお願いします。 

  暫時休憩します。午前１０時４５分まで休憩といたします。 

───────────── 

休憩 午前１０時２７分 

───────────── 

再開 午前１０時４５分 

───────────── 

○議長（山本明生） 

  再開します。 

  決算審査特別委員会の委員長、副委員長の互選をしていただきましたので、報告いた

します。 
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  委員長に６番、大石哲雄君、副委員長に１番、松井孝恵君が就任されました。委員長

を初め委員の皆様、大変ご苦労さまですが、よろしくお願いいたします。 

  続けて、議事に入ります。 

  先ほど報告のありました日程第１８ 報告第１６号から日程第２２ 報告第２０号ま

での５件については、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条及び第２２条の

規定に基づき、町長より議会に報告するものです。この報告については、財政の健全化

に関する重要な報告であり、これより質疑の場を持ちたいと思いますが、これにご異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  異議なしと認めます。 

  それでは、ただいまより質疑を行います。 

  質疑については、報告第１６号から報告第２０号までの５件を一括で行いたいと思い

ますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  異議なしと認めます。 

  それでは、報告５件について一括で質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  報告第１６号から報告第２０号については以上で終わります。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第２３ 議案第８６号～日程第３６ 議案第９９号 

○議長（山本明生） 

  続いて、日程第２３ 議案第８６号、和歌山県市町村総合事務組合の共同処理する事

務の変更及び和歌山県市町村総合事務組合規約の変更についての件から日程第３６ 議

案第９９号、物品購入契約の締結について（トレーニング器具）の件まで１４件を一括

議題とします。 

  当局より提案理由の説明を求めます。 

  総務政策課長、福田君。 
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○総務政策課長（福田睦巳） 

  よろしくお願いします。 

  私からは、議案第８６号から議案第８８号についてご説明申し上げます。 

  議案第８６号、和歌山県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び和歌山県

市町村総合事務組合規約の変更について。 

  地方自治法第２８６条第１項の規定により、平成２９年４月１日から和歌山県市町村

総合事務組合規約第３条第１項第１号に規定する常勤の職員に対する退職手当の支給に

関する事務を紀南環境衛生施設事務組合と共同処理するため、和歌山県市町村総合事務

組合規約を次のとおり変更したいので、議会の議決を求める。 

  平成２８年９月１３日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  和歌山県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約。 

  和歌山県市町村総合事務組合規約の一部を次のように改正する。 

  別表第２第３条第１項第１号に掲げる事務の項中「串本町古座川町衛生施設事務組

合」の次に「、紀南環境衛生施設事務組合」を加える。 

  この議案は、平成２９年４月１日から、和歌山県市町村総合事務組合が紀南環境衛生

施設事務組合の退職手当の支給に関する事務を共同処理するため、地方自治法の規定に

より議会の議決を求めるものであります。 

  附則で、この規約は、平成２９年４月１日から施行するとしてございます。 

  最後のページに新旧対照表を添付していますので、ご参照ください。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

  続きまして、議案第８７号、上富田町役場出張所設置並びにその名称、位置及び所管

区に関する条例の一部を改正する条例。 

  上富田町役場出張所設置並びにその名称、位置及び所管区に関する条例の一部を別紙

のように改正する。 

  平成２８年９月１３日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  上富田町役場出張所設置並びにその名称、位置及び所管区に関する条例の一部を改正

する条例（案）。 

  上富田町役場出張所設置並びにその名称、位置及び所管区に関する条例の一部改正。 

  この条例は、生馬出張所移転に伴い、出張所の位置が生馬１８８８番地から生馬１７

２８番地の１に変更となることから、本条例の一部を改正するものであります。 

  附則で、この条例は、平成２８年１０月１日から施行するとしてございます。 
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  最後のページに新旧対照表を添付していますので、ご参照ください。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

  続きまして、議案第８８号、上富田町公告式条例の一部を改正する条例。 

  上富田町公告式条例の一部を別紙のように改正する。 

  平成２８年９月１３日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  上富田町公告式条例の一部を改正する条例（案）。 

  上富田町公告式条例の一部改正。 

  上富田町公告式条例の一部を次のように改正する。 

  第２条第２項中「生馬１８８８番地前」を「生馬１７２８番地の１前」に改める。 

  この条例につきましても、生馬出張所の移転に伴い、掲示場もあわせて移転すること

から本条例の一部を改正するものであります。 

  附則で、この条例は、平成２８年１０月１日から施行するとしてございます。 

  最後のページに新旧対照表を添付していますので、ご参照ください。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（山本明生） 

  産業建設課長、菅谷君。 

○産業建設課長（菅谷雄二） 

  おはようございます。どうぞよろしくお願いします。 

  私のほうからは、議案第８９号から議案第９１号までをご説明させていただきます。 

  議案第８９号、上富田町農業委員会の選挙による委員の定数条例を廃止する条例。 

  上富田町農業委員会の選挙による委員の定数条例を廃止する。 

  平成２８年９月１３日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  上富田町農業委員会の選挙による委員の定数条例を廃止する条例（案）。 

  上富田町農業委員会の選挙による委員の定数条例は、廃止する。 

  この廃止条例につきましては、本年の４月１日から施行されました改正農業委員会法

によります農業委員会の委員の選出方法が、現行の選挙制度と団体推薦制度から町議会

の同意を要件とする町長の任命制度に改正されたことにより、本条例を廃止するもので

ございます。 

  附則で、この条例は、平成２８年１０月１日から施行するとしております。 

  何とぞご承認賜りますようによろしくお願いいたします。 

  続きまして、議案第９０号、上富田町農業委員会の委員等の定数に関する条例。 
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  上富田町農業委員会の委員等に定数に関する条例を別紙のように制定する。 

  平成２８年９月１３日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  上富田町農業委員会の委員等の定数に関する条例（案）。 

  目的。 

  第１条、この条例は、農業委員会等に関する法律に基づき、上富田町農業委員会の委

員等の定数を定めることを目的とする。 

  農業委員会の定数。 

  第２条、上富田町農業委員会の委員の定数は、８人とする。 

  農地利用最適化推進委員の定数。 

  第３条、上富田町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、８人とする。 

  この条例につきましては、今回の改正におきまして各農業委員会が機能的に対応する

ことができるようにということで、現行の半分程度の定数という規模にするようにとい

うようにされております。現行、選挙制度の委員が１０名、団体推薦が３名、議員推薦

が３名ということで定数１６名ございます。この定数を約半数ということで、８名とい

う位置づけにしてございます。 

  農地利用最適化推進委員の定数でございますが、根拠といたしましては、改正農業委

員会のほうで、町内にある農地１００ヘクタールに１人、委員を設置しなくてはならな

いということになってございますので、上富田、７２０ヘクタールございます。端数に

つきまして１人切り上げをしますので、８名という定数にしてございます。 

  今回、この農地利用最適化推進委員の業務につきましては、従来、任意事業で農業委

員会の委員がしてございました農地利用最適化推進活動、農地と人とのマッチング、農

地パトロールの実施、遊休農地の解消や防止等に業務を位置づけてございます。 

  農業委員会の委員につきましては、先ほどお話ししましたように町長の任命という形

になってございますが、農地利用最適化推進委員の定数につきましては、農業委員会が

任命するという形になってございます。 

  附則で、この条例は、平成２８年１０月１日から施行すると、ただし条例の施行の際、

現に在籍する農業委員会の委員は、その任期満了の日、上富田町につきましては２９年

２月２３日になりますが─までの間に限り、なお従前の例により在任することとして

ございます。 

  何とぞご承認賜りますようによろしくお願い申し上げます。 

  続きまして、議案第９１号、上富田町報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例。 

  上富田町報酬及び費用弁償条例の一部を別紙のように改正する。 
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  平成２８年９月１３日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  上富田町報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例（案）。 

  上富田町報酬及び費用弁償条例の一部改正。 

  上富田町報酬及び費用弁償条例の一部を次のように改正する。 

  別紙第１、農業委員会委員の項の次に次のように加える。 

  農業委員会農地利用最適化推進委員、年２１万８，０００円としております。 

  この農地利用最適化推進委員につきましては、先ほどもお話ししましたように、農地

と人とのマッチング、農地パトロールの実施等、今後、耕作放棄等の業務がふえてくる

部分がございますので、農業委員会の委員と同額に設定してございます。 

  附則で、この条例は、平成２８年１０月１日から施行するとしてございます。 

  次のページに参考資料といたしまして新旧対照表を添付してございますので、ご参照

お願いします。 

  以上、何とぞご承認賜りますようによろしくお願いいたします。 

○議長（山本明生） 

  総務政策課企画員、樫原君。 

○総務政策課企画員（樫原基史） 

  よろしくお願いいたします。 

  私からは、議案第９２号につきましてご説明いたします。 

  議案第９２号、平成２８年度上富田町一般会計補正予算（第３号）。 

  平成２８年度上富田町の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１億２，３４８万円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６０億２，０３０万４，０００円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  債務負担行為の補正。 

  第２条、債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

  地方債の補正。 

  第３条、地方債の追加は、「第３表 地方債補正」による。 

  平成２８年９月１３日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いいたします。 

  「第１表 歳入歳出補正予算」です。 
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  歳入につきまして、１２款分担金及び負担金では、補正前の額に１４４万４，０００

円を追加し、６，４６０万５，０００円と定めてございます。 

  １４款国庫支出金では、補正前の額に２，４５６万６，０００円を追加。 

  １５款県支出金では、補正前の額に１７６万７，０００円を追加。 

  １８款繰入金では、補正前の額に８，３３０万３，０００円を追加。 

  ２０款諸収入では、補正前の額に６５０万円を追加。 

  ２１款町債では、補正前の額に５９０万円を追加。 

  歳入合計で、補正前の額に今回１億２，３４８万円を追加し、６０億２，０３０万４，

０００円と定めてございます。 

  次に、歳出につきましてですが、２款総務費では、補正前の額に１，５８１万７，０

００円を追加し、７億５，７３３万１，０００円と定めてございます。 

  ３款民生費では、補正前の額に２７６万３，０００円を追加。 

  ４款衛生費では、補正前の額に１６１万６，０００円を追加。 

  ５款農林水産業費では、補正前の額に１，６８８万７，０００円を追加。 

  ６款商工費では、補正前の額に２０６万７，０００円を追加。 

  ７款土木費では、補正前の額に３，０７６万１，０００円を追加。 

  ９款教育費では、補正前の額に２，７５５万９，０００円を追加。 

  １０款災害復旧費では、補正前の額に２，６０１万円を追加。 

  歳出合計では、補正前の額に今回１億２，３４８万円を追加し、６０億２，０３０万

４，０００円と定めてございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  「第２表 債務負担行為補正」となってございます。 

  追加で、町制施行６０周年記念事業で、平成２９年度から平成３０年度までの期間で、

限度額２，０００万円と定めてございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  「第３表 地方債補正」です。 

  追加で、公共土木施設災害復旧事業で限度額を５９０万円と定めてございます。起債

の方法、利率、償還の方法につきましては、当初予算と変わりございませんので、恐れ

入りますがお目通しをお願いいたします。 

  ７ページをお願いいたします。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書。 

  総括につきまして、このページから９ページまでの明細につきましては、恐れ入りま

すがお目通しをお願いいたします。 
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  それでは、各内訳につきまして、歳出からご説明いたしますので、１４ページお願い

いたします。 

  歳出につきまして、２款総務費では、一般管理費で１，１１１万２，０００円の追加

で、主なものといたしまして、町勢要覧作成業務委託料、本年度分といたしまして１０

０万円、番号制度導入に係るシステム改修委託料として５９４万円、また行政不服審査

制度対応支援業務委託料として１７８万２，０００円等を措置してございます。 

  防災対策費では１４０万９，０００円の追加で、木造住宅耐震改修費補助金で１０１

万１，０００円、木造住宅耐震改修設計費補助金で１３万２，０００円、耐震ベッド・

シェルター設置費補助金として２６万６，０００円を措置してございます。 

  みんなが学んで花ひらく口熊野かみとんだ事業費では２００万円の追加で、市ノ瀬地

区へ地区まちづくり推進協議会交付金として措置してございます。 

  賦課徴収費では、固定資産評価支援システム改修委託料１２９万６，０００円を措置

してございます。 

  ３款民生費では、社会福祉総務費で、特別会計介護保険繰出金として２５２万８，０

００円を措置してございます。 

  次、１６ページをお願いいたします。 

  保育所運営費では２３万５，０００円の追加、子ども子育て支援システム改修委託料

１３万５，０００円、傷害事故補償費１０万円を措置してございます。 

  ４款衛生費では、保健衛生総務費で、特別会計診療所事業への繰出金として３万３，

０００円の追加、予防費で１５８万３，０００円の追加、Ｂ型肝炎の定期接種が１０月

１日より開始となるためでございます。予防接種委託料として１５８万３，０００円を

措置してございます。 

  ５款農林水産業費では、農業総務費で６３４万７，０００円の追加でございます。岩

崎・野田地区の農業用水管補修工事請負費として１７０万円、特別会計農業集落排水事

業繰出金として４６４万７，０００円を措置してございます。 

  土地改良施設維持管理適正化事業費では１，０５４万円の追加、岩崎・野田地区の揚

水機改修工事請負費１，０５０万円等を措置してございます。 

  次、１８ページをお願いいたします。 

  ６款商工費では、商工総務費で２０６万７，０００円の追加、消費者行政啓発のため

の物資としての消耗品費及びパンフレット作成の印刷製本費、計１００万円を措置して

ございます。また、世界遺産登録イベントの関係に係る経費として、印刷製本費ほかで

計１００万円を措置してございます。 

  ７款土木費では、土木総務費で１１０万円の追加、主なものといたしまして、大坊第
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２町内会館及び後代町内会館の修繕に係る町内会館建設等補助金９０万円を措置してご

ざいます。 

  道路橋梁総務費では、道路台帳整備業務委託料として４３５万円を追加措置、道路橋

梁維持費では、町道等の維持補修工事請負費として２，２００万円を措置してございま

す。 

  次、２０ページをお願いいたします。 

  都市計画費では、特別会計公共下水道事業への繰出金として３３１万１，０００円を

措置してございます。 

  ９款教育費では、事務局費で４０１万円の追加、主なものといたしまして、私立幼稚

園就園奨励費補助金として４００万円を措置してございます。 

  学校管理費では７８万４，０００円の追加、主なものといたしまして市ノ瀬小学校プ

ールの修繕料７５万６，０００円を措置してございます。 

  教育振興費では３０万１，０００円の追加、市ノ瀬、岩田、生馬各小学校で実施いた

します紀の国緑育推進事業費用として講師謝礼金及び自動車借上料等を措置してござい

ます。 

  中学校費の学校管理費では３６３万４，０００円の追加でございます。 

  次、２２ページをお願いいたします。 

  公共下水道接続工事請負費として４２０万円を措置、汚水処理施設解体工事請負費１

００万円を減額措置してございます。 

  保健体育総務費では１，８８３万円の追加、内容といたしまして、地方創生推進交付

金事業といたしまして、今回、シャワーつき更衣室設置のため、スポーツサロン建設工

事請負費で１，０００万円、設計監理業務委託料として１００万円、またスポーツ器具

及び健康器具購入費として４４０万円等を措置してございます。 

  １０款災害復旧費では、農林水産施設災害復旧費の単独災害復旧事業費で、岡地区の

災害応急復旧工事請負費２１０万円を措置してございます。 

  次、２４ページをお願いいたします。 

  現年発生農業用施設災害復旧事業費では１４４万円の追加、岡地区の農道の災害復旧

事業費として１４４万円を措置してございます。 

  現年発生農地災害復旧事業費では６３万円の追加、同じく岡地区の農地災害復旧の事

業費として６３万円を措置してございます。 

  公共土木施設災害復旧費の単独災害復旧事業費では１８０万円の追加、朝来、生馬、

岡、市ノ瀬地区の災害応急復旧工事請負費として１８０万円を措置してございます。 

  現年発生公共土木施設災害復旧事業費では２，００４万円の追加、岡、市ノ瀬地区の
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町道及び河川の災害復旧事業費として、工事請負費等で２，００４万円を措置してござ

います。 

  以上で歳出の説明でございます。 

  それでは次に、歳入につきまして説明させていただきますので、１０ページお願いい

たします。 

  歳入につきましては、今回の補正に係る財源となってございます。 

  分担金及び負担金では、災害復旧費分担金で、農業用施設災害復旧事業分担金１２９

万４，０００円、農地災害復旧事業分担金として１５万円を措置してございます。 

  １４款国庫支出金では、総務費国庫補助金で、番号制度導入に係る関係システム整備

事業費補助金で１５０万円措置してございます。地方創生推進交付金として７４１万５，

０００円を措置。 

  土木費国庫補助金では、木造住宅耐震改修費補助金、木造住宅耐震改修設計費補助金、

耐震ベッド・シェルター設置費補助金で計６１万を措置してございます。 

  教育費国庫補助金では、幼稚園就園奨励費補助金で１８２万５，０００円を措置、災

害復旧費国庫補助金では、現年発生農業用施設災害復旧事業費補助金で９１万円、現年

発生農地災害復旧事業費補助金で３０万円を措置してございます。 

  現年発生公共土木施設災害復旧費補助金では１，２００万６，０００円を措置してご

ざいます。 

  次の１２ページをお願いいたします。 

  １５款県支出金では、土木費県補助金で、木造住宅耐震改修費補助金、改修設計費補

助金、耐震ベッド・シェルター設置費補助金で計４６万６，０００円を措置してござい

ます。 

  教育費県補助金では、紀の国緑育推進事業費補助金で３０万１，０００円を措置、商

工費県補助金では、市町村消費者行政推進交付金で１００万円を措置してございます。 

  １８款繰入金では、財政調整基金繰入金で８，３３０万３，０００円を追加、今回の

補正に係る一般財源を補塡してございます。 

  ２０款諸収入では、雑入で、田辺周辺ふるさと市町村圏事業補助金で２０万円、土地

改良連合会負担金で６３０万円を措置してございます。 

  ２１款地方債では、災害復旧債で、現年発生公共土木施設災害復旧事業債５９０万円

を措置してございます。 

  以上が今回の補正内容でございます。何とぞご承認賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（山本明生） 
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  住民生活課長、原君。 

○住民生活課長（原 宗男） 

  よろしくお願いいたします。 

  私からは、議案第９３号、議案第９４号についてご説明いたします。 

  議案第９３号、平成２８年度上富田町特別会計介護保険補正予算（第２号）。 

  平成２８年度上富田町の特別会計介護保険補正予算（第２号）は、次に定めるところ

による。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２，２７２万８，０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４億３，５７２万２，０００円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  債務負担行為。 

  第２条、地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる

事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

  平成２８年９月１３日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」。 

  歳入です。 

  １款保険料では、補正前の額に２，０２０万円を追加し、２億９，５３５万８，００

０円と定めています。 

  ７款繰入金では、補正前の額に２５２万８，０００円を追加。 

  歳入合計といたしまして、補正前の額に２，２７２万８，０００円を追加し、１４億

３，５７２万２，０００円と定めています。 

  歳出です。 

  １款総務費では、補正前の額に２５２万８，０００円を追加し、３，７８３万４，０

００円と定めています。 

  ５款諸支出金では、補正前の額に２，０２０万円を追加。 

  歳出合計といたしまして、補正前の額に２，２７２万８，０００円を追加し、１４億

３，５７２万２，０００円と定めています。 

  ３ページをお願いします。 

  「第２表 債務負担行為」です。 

  事項は、第７期介護保険事業計画等策定業務委託事業でございます。期間は平成２９
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年度です。限度額は４００万円としてございます。 

  ５ページをお願いします。 

  ５ページから７ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきましては、

恐れ入りますがお目通しのほどよろしくお願いいたします。 

  ８ページ、９ページをお願いします。 

  ２、歳入です。 

  １款保険料、１目第１号被保険者保険料では２，０２０万円を追加。 

  ７款繰入金、６目その他一般会計繰入金では、事務費繰入金２５２万８，０００円を

追加してございます。 

  次の１０ページ、１１ページをお願いします。 

  ３、歳出です。 

  １款総務費、１目一般管理費では、第７期介護保険事業計画等策定業務委託料２５２

万８，０００円を追加。 

  ５款諸支出金、１目償還金では２，０２０万円を追加してございます。過年度分介護

給付費に係る返還金と地域支援事業交付金に係る返還金を措置してございます。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

  続きまして、議案第９４号についてご説明いたします。 

  議案第９４号、平成２８年度上富田町特別会計診療所事業補正予算（第１号）。 

  平成２８年度上富田町の特別会計診療所事業補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１４万９，０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４，２５７万１，０００円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成２８年９月１３日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」。 

  歳入でございます。 

  ３款繰入金では、補正前の額に１４万９，０００円を追加、歳入合計といたしまして

補正前の額に１４万９，０００円を追加し、４，２５７万１，０００円と定めています。 

  歳出です。 

  １款総務費では、補正前の額に１４万９，０００円を追加、歳出合計といたしまして
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補正前の額に１４万９，０００円を追加し、４，２５７万１，０００円と定めてござい

ます。 

  ３ページをお願いします。 

  ３ページから５ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきましては、

恐れ入りますがお目通しのほどよろしくお願いいたします。 

  ６ページ、７ページをお願いします。 

  ２、歳入です。 

  ３款繰入金、１目一般会計繰入金では３万３，０００円を追加。 

  ３款繰入金、１目財産区繰入金では、市ノ瀬財産区繰入金１１万６，０００円を追加

してございます。 

  次の８ページ、９ページをお願いします。 

  ３、歳出です。 

  １款総務費、１目一般管理費では１４万９，０００円を追加してございます。市ノ瀬

診療所の往診車に要する経費を措置してございます。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（山本明生） 

  上下水道課長、三栖君。 

○上下水道課長（三栖啓功） 

  よろしくお願いします。 

  私から、議案第９５号から第９８号についてご説明申し上げます。 

  議案第９５号、平成２８年度上富田町特別会計農業集落排水事業補正予算（第１号）。 

  平成２８年度上富田町の特別会計農業集落排水事業補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４６４万７，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億９，３９１万４，０００円とする。 

  ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成２８年９月１３日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページお願いします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」。 

  歳入でございます。 

  繰入金、補正前の額に４６４万７，０００円を追加してございます。歳入合計としま
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しては、補正前の額に４６４万７，０００円を追加し、１億９，３９１万４，０００円

としております。 

  歳出でございます。 

  農業集落排水事業、補正前の額に４６４万７，０００円を追加し、歳出合計としまし

ては１億９，３９１万４，０００円と定めております。 

  ３ページお願いします。 

  ３ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、総括の３、４、５ページにつきましては、

お目通しをお願いします。 

  ６ページでございます。 

  ２、歳入。 

  一般会計繰入金でございます。補正前の額に４６４万７，０００円を追加しておりま

す。計としまして１億３，３４１万６，０００円と定めております。 

  歳出でございます。３、歳出。 

  農業集落排水事業費でございます。２、施設維持管理費でございます。補正前の額に

４６４万７，０００円を追加しております。主なものとしましては、町内５カ所の処理

施設の維持管理費用でございます。今回は、市ノ瀬の南岸地区、市ノ瀬の北岸地区、岩

岡の処理場で維持管理費用を補正上げております。計としましては７，６１４万１，０

００円で定めております。 

  何とぞご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

  続きまして、議案第９６号について説明申し上げます。 

  議案第９６号、平成２８年度上富田町特別会計公共下水道事業補正予算（第２号）。 

  平成２８年度上富田町の特別会計公共下水道事業補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２，１４９万８，０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億６，８６６万１，０００円とする。 

  ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成２８年９月１３日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページお願いします。 

  「第１表 歳入歳出予算の補正」。 

  歳入でございます。 

  繰入金、一般会計繰入金、補正前の額に３３１万１，０００円を追加しております。 
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  基金繰入金でございます。１，８１８万７，０００円を追加しております。 

  歳入合計としましては、２，１４９万８，０００円を追加しております。 

  歳出でございます。 

  公共下水道事業費、補正前の額に２，１４９万８，０００円を追加しております。 

  歳出合計としましては、３億６，８６６万１，０００円と定めております。 

  ３ページお願いします。 

  ３ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、総括につきましては、３、４、５ページ

につきましては、お目通しをよろしくお願いします。 

  ６ページでございます。 

  ２、歳入。 

  ６款繰入金でございます。一般会計繰入金、補正前の額に３３１万１，０００円を追

加しております。計としましては、１億２，１８５万４，０００円と定めております。 

  ６款繰入金、基金繰入金でございます。下水道事業基金繰入金でございます。補正前

の額に１，８１８万７，０００円を追加しております。合計としまして、２，７３０万

４，０００円と定めております。これにつきましては、国庫補助金のための下水道基金

の繰入金でございます。 

  歳出でございます。 

  １款公共下水道事業費、公共下水道事業費でございます。補正前の額に１，８１８万

７，０００円を追加しております。 

  ２、施設維持管理費としまして３３１万１，０００円を追加しております。主なもの

としましては、公共下水道の譲渡を予定しております用地が、今度、有償譲渡に伴い、

国庫補助金の返還金として計上しております。また、浄化槽の維持管理費として修繕費

を計上しております。 

  何とぞご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

  続きまして、議案第９７号についてご説明申し上げます。 

  議案第９７号、平成２８年度上富田町水道事業会計補正予算（第１号）。 

  総則。 

  第１条、平成２８年度上富田町水道事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

  資本的収入及び支出。 

  第２条、予算第４条本文括弧書を（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２

億４，１１６万８，０００円は、損益勘定留保資金２億１，９８０万２，０００円、消

費税及び地方消費税資本的収支調整額２，１３６万６，０００円を補填するものとす
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る。）に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。 

  支出でございます。 

  ２款資本的支出、既決予定額に１４７万１，０００円を追加し、計としましては４億

６，９５５万４，０００円。 

  第１項建設改良費、既決予定額に補正額はございません。計としましては２億９，１

６２万円。 

  第２項企業債償還金としましては、既決予定額に補正はございません。１億７，６４

６万３，０００円。 

  第３項有形固定資産、既決予定額に１４７万１，０００円を追加しておりまして、合

計１４７万１，０００円と定めております。 

  平成２８年９月１３日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページお願いします。 

  ２ページの予算に関する説明書は目次となっています。 

  ３ページお願いします。 

  平成２８年度上富田町水道事業会計補正予算実施計画明細書。 

  １、資本的収入及び支出。 

  ２、資本的支出、既定額に１４７万１，０００円を追加しております。計としまして

４億６，９５５万４，０００円と定めております。 

  ３、有形固定資産、有形固定資産費として１４７万１，０００円を追加しております。

車両運搬具でございます。公用車の購入の補正予算を計上しております。前回の車は、

平成１５年に購入して、１３年間経過しておりまして、このたびその公用車を廃止して

おります。水道業務におきましては、給水の開始、中止の業務で２７年度実績では年間

８３１件あります。また、水道関係でも、公共、農業用水集落、合併処理浄化槽の立ち

会いが年間約１００件ありまして、約９３０件の現場に行くことなどあります。住民の

方から引っ越し等で手続を申し込まれる場合は、すぐに開始、中止の業務が必要となっ

てきますので、このたび公用車購入費を計上していますので、よろしくお願いします。 

  ４ページお願いします。 

  平成２８年度上富田町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書。 

  これにつきましては、業務活動、投資活動、財務活動の３つの区分に分けて表示して

おります。合計額で説明させていただきます。 

  １、業務活動によるキャッシュ・フロー。 

  一番下の行でございます。業務活動によるキャッシュ・フロー、合計で１億８，３０

６万９，３１７円でございます。 
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  ５ページをお願いします。 

  ２、投資活動によるキャッシュ・フロー。 

  投資活動によるキャッシュ・フローの合計でございます。マイナス２億３，２７０万

５，０００円でございます。 

  ３、財務活動によるキャッシュ・フロー。 

  財務活動によるキャッシュ・フローの合計でございます。１，３５３万８，８８７円

でございます。 

  資本増加額（又は減少額）でございます。マイナスの３，６０９万６，７９６円。 

  資金期首残高でございます。４億６，５５９万３１４円。 

  資金期末残高でございます。４億２，９４９万３，５１８円を予定しております。 

  ６ページお願いします。 

  平成２８年度上富田町水道事業予定貸借対照表でございます。 

  これにつきましても、合計金額で説明させていただきます。 

  資産の部でございます。 

  １、固定資産でございます。 

  固定資産合計としましては３１億４，５７６万３，５６５円でございます。 

  ２、流動資産でございます。 

  流動資産合計、４億８，２０６万３５０円でございます。 

  資産合計としまして、３６億２，７８２万３，９１５円でございます。 

  ７ページお願いします。 

  負債の部でございます。 

  ３、固定負債でございます。 

  固定負債合計としましては１０億２，９１４万４，３４２円。 

  ４、流動負債でございます。 

  流動負債合計としましては１億９，４３２万４，２７３円。 

  ５、繰延収益でございます。 

  繰延収益合計としましては９億２，４３７万８，２５９円。 

  負債合計としましては２１億４，７８４万６，８７４円でございます。 

  資本の部。 

  資本金、８億２０万６，２７１円でございます。 

  剰余金。 

  次のページお願いします。８ページです。 

  資本剰余金合計でございます。３億１，３９０万４，４１０円でございます。 
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  （２）利益剰余金でございます。 

  剰余金合計としましては６億７，９７７万７７０円でございます。 

  資本合計としましては１４億７，９９７万７，０４１円でございます。 

  負債資本合計としましては３６億２，７８２万３，９１５円でございます。 

  以上が今回の補正内容でございます。何とぞご承認賜りますようよろしくお願いしま

す。 

  続きまして、議案第９８号、工事請負契約の締結でございます。 

  議案第９８号、工事請負契約の締結について。 

  議会の議決に付すべき、契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基

づき、指名競争入札に付した 平成２８年度 第２－１号 公共下水道事業 岩田下水

道管（５工区）布設工事（補助）について、下記のとおり請負契約を締結するため、地

方自治法第９６条第１項第５号の規定によって議会の議決を求める。 

  記。 

  １、契約の目的、平成２８年度 第２－１号 公共下水道事業 岩田下水道管（５工

区）布設工事（補助）でございます。 

  ２、契約の方法、指名競争入札による契約。 

  ３、契約金額、５，６３４万７，９２０円。 

  ４、契約の相手方、和歌山県田辺市古尾１９番１号、株式会社目良組、代表取締役目

良美良。 

  平成２８年９月１３日提出、上富田町長小出隆道。 

  本工事につきましては、指名競争入札による工事請負契約でございます。 

  指名業者につきましては、株式会社目良組ほか９社でございます。株式会社淺川組、

三友工業株式会社、三洋建設株式会社、株式会社尾花組、株式会社目良組、株式会社清

本組、株式会社丸山組、株式会社平建設、株式会社堀組上富田営業所、株式会社後工務

店でございます。 

  工事内容につきましては、県道上富田南部線の三宝寺地内の布設工事になります。開

削工で、リブ管、パイ１５０ミリを８９．１メートル、同じくリブ管でパイ２００ミリ

をＬ２６３．９メートル、推進工で、ヒューム管、パイ２５０ミリを５０．４メートル、

鋼管としましては、パイ２５０ミリでＬ１０．７メートルを施工するものです。 

  次のページに、参考資料といたしまして仮契約の写しを添付してございます。 

  契約書の最後の条項に、上富田町議会の議決があったときに、この契約と同一条項に

より、本契約を締結するものとすることになってございます。 

  何とぞご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 
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○議長（山本明生） 

  生涯学習課長、新堀君。 

○教育委員会生涯学習課長（新堀浩士） 

  よろしくお願いいたします。 

  私のほうからは、議案第９９号についてご説明申し上げます。 

  議案第９９号、物品購入契約の締結について。 

  議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づ

き、下記のとおり物品を取得することについて、地方自治法第９６条第１項第８号の規

定により、議会の議決を求める。 

  記。 

  １、取得物品、トレッドミル外５１種。 

  ２、契約金額、一金３，４５０万１，３４９円。 

  ３、契約の相手方、兵庫県西宮市二見町２－１８－２０１、株式会社プロフェッショ

ナルトレーナーズチーム、代表取締役西岡宗徳。 

  平成２８年９月１３日提出、上富田町長小出隆道。 

  本件物品購入契約については、指名競争入札によるものでございます。 

  指名業者につきましては、株式会社プロフェッショナルトレーナーズチーム、株式会

社トリニティー、クリヤマ株式会社の３社となってございます。 

  上富田スポーツセンター内に建設するスポーツサロンの設置に伴い、必要となるトレ

ーニング器具を購入しようとするものでございます。 

  次のページに、参考資料といたしまして仮契約書の写しを添付してございます。この

仮契約書の第１１条において、議会の議決を得たときに、本契約が成立するものと定め

てございます。 

  何とぞご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（山本明生） 

  以上をもって提案理由の説明を終わります。 

───────────────────────────────────────── 

△延  会 

○議長（山本明生） 

  お諮りします。 

  本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思いますが、これにご異議ございませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○議長（山本明生） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本日はこれにて延会することに決しました。 

  本日はこれにて延会します。 

  次回は、９月１５日午前９時３０分となっていますので、ご参集願います。 

 

延会 午前１１時３６分 


